
資料名 項 目 項目名 質問事項 回答

1 実施要領 4 (1)
参加資格確認提

出書類

共同企業体(JV)で参加する場合、代表以

外の構成員について、様式2と様式3の提出

は必要でしょうか。

代表以外の構成員については、様式3「業務受託実績」は

不要ですが、様式2「会社・団体概要調書」は提出をお願

いします。

2 実施要領 4 (1)
参加資格確認提

出書類

JVでプロポーザルに参加する場合の記載方法

について、様式1～5までの書類はJV(共同

体)として提出するのか、または、各社個別に

作成し提出が必要でしょうか。

様式1「誓約書」と様式2「会社・団体概要調書」は全構

成員分を、様式3「業務受託実績」は代表となる構成員

分を提出してください。また、様式4「技術者調書」と様式5

「配置予定技術者調書」は、JV(共同体)として提出してく

ださい。なお、様式4で名前を記載している技術者全員分

の様式5の提出が必要です。

3 実施要領 6 (1)
業務提案書の枚

数

ページ数について、表紙や目次を付ける場合

｢10枚以内｣の対象外でよろしいでしょうか。
対象外とさせていただきます。

4 実施要領 6 (2)
業務提案書の記

載内容

業務提案書には、応募者を特定する情報を

記載してよいとの理解でよろしいでしょうか。
記載していただいても構いません。

5 実施要領 6 (3) 見積書の作成

お見積りは履行期間の合計金額で提出する

とのことですが、令和４年度分、令和５年度

分それぞれの小計額も分かるようにお示しする

という理解でよろしいでしょうか。

各年度の小計は、不要です。

要領２．（４）記載の上限額をご理解の上ご提出くださ

い。

6 実施要領 6 (3) 見積書の作成

見積書(任意様式)について、年度ごとの見積

金額を提示する必要はないとの理解でよいで

しょうか。

年度ごとの見積金額の提示は不要です。

7 実施要領 8 (2)エ
プレゼンテーション

出席者

プレゼンテーションについて、新型コロナウイルス

感染症の拡大状況によっては、オンラインでの

実施も認められるのでしょうか。

新型コロナウィルス感染症の拡大により移動制限等が必要

となりましたら、本市でプレゼンテーションの日程や開催方法

等を再検討し、改めて通知させていただくこととします。

「新居浜市市民文化センター基本構想・基本計画策定支援業務に係る公募型プロポーザル」に対する質問回答書



8 実施要領 8 (2)オ
プレゼンテーション

留意事項

「追加提案や追加資料の配布は認めない。

ただし、パソコン等による説明は許可する」とあ

りますが、パワーポイント等にて業務提案書の

内容を整理したものを作成し使用することは

可能でしょうか。

業務提案書の内容を整理したパワーポイント等を使用し

て、プレゼンテーションをしていただくことは可能です。

9 仕様書 5 (1)① 前提条件の整理

「貴市が実施した過年度調査」とは、具体に

何を指しますでしょうか。また、現段階で閲覧

は可能でしょうか。

本市の市政モニターに対して実施した、令和元年度第３

回アンケート及び令和３年度第１回アンケート等を指して

います。

アンケートの結果は、本市のホームページのトップページ上の

「組織（部・課）でさがす」→「企画部」→「秘書課」→

「市政モニター制度(にいモニ)」画面からダウンロードすること

ができます。

10 仕様書 5 (1)⑤
市民検討委員会

の開催支援

市民検討委員会の報酬及び視察研修の委

員旅費については提案金額に含まないとの理

解でよろしいでしょうか。

委員報酬、旅費は市が別途支出いたしますので、提案金

額に含まなくて構いません。

11 仕様書 5 (2)③ 整備手法の検討

整備手法の比較検討については、選択可能

な事業手法の整理・分析までとし、導入可能

性調査までは含まないという理解でよろしいで

しょうか。

導入可能性調査は含みません。

ただし、基本計画では、選択可能な事業手法の整理・分

析により整備手法の方向性は示していただきます。

12 その他
設計事業者の参

加

本プロポーザルにおいて受託者となった場合

も、今後想定される同文化センターの設計

（従来、DBO、PFI）のプロポーザル等への

参加は認められるのでしょうか。

今回は基本計画までの策定支援業務ですので、建設の際

の設計業務への参加を制限するものではありません。

ただし、将来的にDBOやPFIの場合の「事業者選定アドバ

イザリー業務」を受託した場合は、設計業務への参加は認

められません。

13 その他
設計事業者の参

加

設計企業が本業務に関与した場合、施設設

計の事業者としての参画は不可となるのでしょ

うか。

今回は基本計画までの策定支援業務ですので、建設の際

の施設設計事業者としての参画を制限するものではありま

せん。ただし、将来的にDBOやPFIの場合の「事業者選定

アドバイザリー業務」を受託した場合は、設計事業者として

の参加は認められません。


